
医療法人設立フロ－チャ－ト 
 

【医療法人】 

 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しよう

とする社団又は財団は、これを法人とすることができる。（医療法第39条第１項） 

 

 
設 立 総 会 の 開 催 医療法人設立者 

 

 設 立 認 可 申 請 設立代表者→知事(保健所長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
医療審議会に諮問 知事(保健所長)→医療審議会 

 

 
医療審議会での審議 医療審議会 

 

 
医療審議会の答申 医療審議会→知事(保健所長) 

 

 
設 立 認 可 知事(保健所長)→設立代表者 

 

 

 

 
設 立 登 記 設立代表者→法務局 

《医療法人の設立日》 
 

［添付書類］ 
・定款又は寄附行為 
・設立時の財産目録 
・設立決議録 
・不動産などの登記事項証明、銀行等の証明書類 
・医療機関の概要を記載した書面 
・法第42条第４号又は第５号に掲げる業務を行おうとする医療法人

にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設
備の概要並びに運営方法を記載した書類 

・設立後２年間の事業計画書及び予算書 
・設立者の履歴書 
・設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと及びその権限

を証する書類 
・役員の就任承諾書及び履歴書 
・病院等の管理者の氏名を記載した書面 
・その他知事が必要と認める書類 

要件を充足していれば認可 

(不認可の場合は弁明機会の付与が必要) 

医療法人は設立の登記をすることに

よって成立する。（医療法第46条）            

医療法人は、都道府県知事の認可を受

けなければ設立することができな

い。（医療法第44条第１項） 

保健所設置市（松山市）の区域内

のみで病院、診療所等を開設する

場合は、保健所設置市（松山市）

が認可事務を処理する。 

（愛媛県事務処理の特例に関す

る条例） 


